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地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

法定外災害補償規程

制定 平成１８年４月１日 １８規程第１８号

（趣旨）

第１条 この規程は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター職員就

業規則（１８規程第 1号）第 61 条、地方独立行政法人東京都立産業技術研究

センター任期付職員就業規則（１８規程第２号）第 61 条及び地方独立行政法

人東京都立産業技術研究センターワイドキャリアスタッフ職員就業規則（１

８規程第３号）第 53 条に基づき、地方独立行政法人東京都立産業技術研究セ

ンター（以下「産技研」という。）と期間の定めのない雇用契約を締結した職

員（以下「職員」という。）、任期付職員及びワイドキャリアスタッフ職員の

業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に対して行われる労

働基準法（昭和 22 年法律第４９号。以下「労基法」という。）、地方公務員

災害補償法（昭和 42 年法律第１２１号。以下「補償法」という。）に基づく

補償及び労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第５０号。以下「労災法」と

いう。）に基づく補償に加えて、産技研が行う補償（以下「法定外補償」と

いう。）について、必要な事項を定めるものとする。
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（実施機関）

第２条 この規程で定める法定外補償の実施については、地方独立行政法人東

京都立産業技術研究センター理事長（以下「理事長」という。）がその責め

に任ずる。

２ 理事長は、この規程による法定外補償を受ける権利を有する者の請求に基

づいて、法定外補償を実施するものとする。

（法定外補償）

第３条 産技研は、職員及び任期付職員対して、次に掲げる法定外補償を行う。

一 休業補償付加給付

二 傷病補償年金付加給付

三 休業見舞金

四 公務災害死亡見舞金

五 通勤災害死亡見舞金

六 公務災害障害見舞金

七 通勤災害障害見舞金

２ 産技研は、ワイドキャリアスタッフ職員に対して、次に掲げる法定外補償

を行う。

一 休業補償

二 休業援護金

三 公務災害死亡見舞金

四 通勤災害死亡見舞金

五 公務災害障害見舞金

六 通勤災害障害見舞金
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（休業補償付加給付）

第４条 職員及び任期付職員が、業務上の災害又は通勤による災害により地方

公務員災害補償基金（以下「基金」という。）から補償法第 28 条に定める休

業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務すること

ができない期間に応じ、休業補償の額（補償法第 30 条の規定に基づき休業補

償が制限されて支給される場合にあっては、当該制限をされた後の額）の 60

分の 20 を支給する。ただし、地方公務員災害補償法施行令（昭和 42 年政令

第２７４号）第５条に定める休業補償の金額が支給される場合にあっては、

この限りでない。

（傷病補償年金付加給付）

第５条 職員及び任期付職員が、業務上の災害又は通勤による災害により、補

償法第 28 条の２に定める傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給

付として、同条第 2項に掲げる傷病等級に応じ、補償法第 40 条の規定により

支給される傷病補償年金の額（補償法第 30 条の規定に基づき傷病補償年金が

制限されて支給される場合にあっては、当該制限をされた後の額）又はその

額が補償法附則第 8条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次

の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。

一 第１級 313 分の 52

二 第２級 277 分の 88

三 第３級 245 分の 120

（休業補償）

第６条 ワイドキャリアスタッフ職員が、労災法第７条第１項第１号に定める

業務災害又は労災法第７条第１項第２号に定める通勤災害により、療養のた

め勤務することができないときは、その勤務することができない第３日目ま
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で（以下「第３日目まで」という。）の期間につき、休業補償として、労災

法第８条に定める給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額を支給する。ただ

し、第３日目までの期間中に、当該期間の賃金又は労災法第 12 条の８第１項

第２号に定める休業補償給付若しくは第21条第二号に規定する休業給付の支

給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。

（休業援護金）

第７条 前条の規定による休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される

期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の 100 分の 20 に相当する金額

を支給する。

（休業見舞金）

第８条 休業見舞金は、職員が同一の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤によ

る負傷若しくは疾病（以下「同一傷病」という。）により当該同一傷病の発

生の日から５年間に、第４条の規定による休業補償付加給付（以下「付加給

付」という。）を 31 日（所定の勤務時間の一部について勤務することができ

ない日を除く。）以上受けることとなった場合に、当該職員に支給する。

２ 前項に規定する見舞金の額は、別表１に定める付加給付日数の各区分に応

じた額とする。

（公務災害死亡見舞金）

第９条 公務災害死亡見舞金は、職員、任期付職員及びワイドキャリアスタッ

フ職員が業務上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

２ 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

一 職員及び任期付職員 3,000 万円(自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律

第９７号。以下「自賠法」という。)が適用される事案については、2,250
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万円)

二 ワイドキャリアスタッフ職員 2,160 万円(自賠法が適用される事案につ

いては、1,620 万円)

３ 第１項の見舞金を受けることができる遺族が２人以上あるときは、当該遺

族の１人が受ける見舞金の額は、前項に規定する額をその人数で除して得た

額とする。

（通勤災害死亡見舞金）

第９条の２ 通勤災害死亡見舞金は、職員、任期付職員及びワイドキャリアス

タッフ職員が通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

２ 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

一 職員及び任期付職員 1,500 万円(自賠法が適用される事案については、

1,125 万円)

二 ワイドキャリアスタッフ職員 1,080 万円(自賠法が適用される事案につ

いては、810 万円)

３ 第１項の見舞金を受けることができる遺族が２人以上あるときは、当該遺

族の１人が受ける見舞金の額は、前項に規定する額をその人数で除して得た

額とする。

（遺族の範囲及び順位）

第 10 条 前二条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けること

ができる遺族は、次の各号に掲げる者であつて職員の死亡の当時その収入に

よつて生計を維持していたものとする。

一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。)
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二 子

三 父母

四 孫

五 祖父母

六 兄弟姉妹

２ 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順序とし、

父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

（公務災害傷害見舞金）

第 11 条 公務災害障害見舞金は、職員、任期付職員及びワイドキャリアスタッ

フ職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき補償法別表に定め

る程度の障害が存する場合に、当該職員に支給する。

２ 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める別表の各等級に応じた額とする。

一 職員及び任期付職員 別表２(自賠法が適用される事案については、別表

３)

二 ワイドキャリアスタッフ職員 別表４(自賠法が適用される事案について

は、別表５)

（通勤災害傷害見舞金）

第 11 条の２ 通勤災害障害見舞金は、職員、任期付職員及びワイドキャリアス

タッフ職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき補償法別表

に定める程度の障害が存する場合に、当該職員に支給する。

２ 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める補償法別表の各等級に応じた額とする。

一 職員及び任期付職員 別表６(自賠法が適用される事案については、別表
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７)

二 ワイドキャリアスタッフ職員 別表８(自賠法が適用される事案について

は、別表９)

（見舞金の額の調整）

第 12 条 休業見舞金の支給を受けていた者が、同一傷病により補償法第 29 条

に規定する障害補償年金又は障害補償一時金を受けることができることとな

った場合において、その後も休業見舞金が支給されたときは、その支給され

た見舞金は、前２条に規定する見舞金(以下「障害見舞金」という。)の内払

とみなす。

２ 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに補償

法別表中の他の等級に該当するに至った場合、又は障害見舞金を受けた者が

同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から程度変更前

若しくは死亡前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給

するものとする。

３ 障害のある者が、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは

疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害の

等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の

額を差し引いた額を支給するものとする。

（法定外補償の打切り）

第 13 条 法定外補償を受ける職員、任期付職員及びワイドキャリアスタッフ職

員が、補償開始後３年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、この規

則による付加給付を行わないことができる。

（法定外補償を受ける権利）
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第 14 条 この規程による法定外補償を受ける権利は、職員、任期付職員及びワ

イドキャリアスタッフ職員の離職又は休職によって変更されることはない。

（損害賠償の免責）

第 15 条 産技研は、この規程による法定外補償を行った場合においては、同一

の事由については、その価額の限度において国家賠償法（昭和 22 年法律第１

２５号）又は民法（明治 29 年法律第８９号）による損害賠償の責めを免れる。

２ 産技研は、法定外補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場

合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について

損害賠償を受けたときは、その価額の限度において法定外補償の責めを免れ

る。

（委任）

第 16 条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。


